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内部統制システム構築に関する基本方針の一部改訂に関するお知らせ 

当社は、平成27 年５月12 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関する基本方針」について一部改訂

をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

「内部統制システム構築に関する基本方針」 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

(1) 基本的な考え方 

  当社は、内部統制システムの構築にあたり、事業活動の方針を定めた「基本方針」の徹底を図るとともに、適法且つ

効率的な事業活動を行い、財務諸表の信頼性の確保及び企業情報の開示における統制及び手続きを確立しております。

また、リスクに関しても定期的にリスク分析を行い、その管理に取り組みます。 

  当社は、反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。 

 

(2) 内部統制システムに構築に関する取締役会決議の概要 

① 当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、取締役ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化に

も取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。月１回開催の取締役会では、法令遵守の観点から取

締役の「心得」の確認、取締役・執行役員・従業員は半年ごとに「誓約書」への署名押印を行い、コンプライアン

ス並びに職務倫理を再確認するとともに、必要な教育・社内試験を実施しております。 

当社は、経営に対する監督機能の強化のため、独立した社外監査役を任用しておりますが、取締役会の活性化の

ため、独立した社外取締役の任用を決定しております。 

 当社は、社内外におけるリスクの検討を行っております。必要に応じて、社内外の役員を主要構成員として「リ

スクマネジメントチーム」を組成し、当社グループに及ぼす影響の大小や緊急性によりリスクレベルの格付けを行

い、それぞれのレベルに応じた予防策を講じております。また、取締役を主要構成員として組織されております「コ

ンプライアンス委員会」は、再発防止の側面で機能連携しております。 

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  

業務執行取締役は、その職務の執行にかかわる文書（議事録・稟議書・契約書 等）その他の情報を当社の社内

規程（取締役会規則・稟議書内規等）に従い、適切に保存及び管理を行っております。 
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③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

イ. 総合監査・内部統制室 

     子会社を含むグループ全社の統制環境の構築整備／運用の推進を図り、組織横断的な統制機能の主管を果たし

ております。 

     また、部署別実地監査・店舗実地監査を定期実施しております。監査結果については、代表取締役並びに監査

役へ定期報告を行い、その後、被監査部門に通知し、再発防止策とその実施報告を受けております。 

     なお、内容等については社内規程に随時反映し、再発防止につなげております。 

   ロ. 内部相談窓口・内部通報窓口・弁護士直通ダイヤル 

相互牽制により、自浄作用が生かされる仕組みとして運用しております。 

   

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社では、定例の取締役会を原則月１回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督を行うとと

もに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を１年と定めております。 

 また、取締役会の決定に基づく職務執行については、業務分掌規程等において、それぞれの責任、執行手続の詳

細について定めております。 

 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制 

当社より、各子会社に役員派遣を行い、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役

会に報告することといたします。 

 

ロ．子会社の損失の危機の管理に関する規定その他の体制 

総合監査・内部統制室が組織（子会社含む）横断的に統制環境の整備／運用を「全社レベル統制42項目」を

軸に行っております。また、子会社への実地監査を定期実施しております。監査結果については、代表取締役並

びに監査役へ定期報告を行い、その後、被監査部門に通知し、再発防止策とその実施報告を受けております。 

 

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について

事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議することにより、子会社の取締役の職務の執行の効率化を確保しま

す。 

 

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社グループは、取締役ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体

制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めており、子会社においても、月１回開催の取締役会

では、法令遵守の観点から取締役の「心得」の確認、取締役・執行役員・従業員は半年ごとに「誓約書」への署

名押印を行い、コンプライアンス並びに職務倫理を再確認するとともに、必要な教育・社内試験を実施しており

ます。 

 

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項 

 取締役は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を配置します。 

 

⑦ 前号⑥の使用人の当社の取締役からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事

項  

監査役の職務の独立性を確保するため、監査役の職務を補助する者は、監査役の指示に従い、使用人が所属

する取締役の指揮命令を受けないものとします。 
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⑧ 当社の監査役への報告に関する体制 

イ．取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応

じて必要な報告及び情報提供を行うことといたします。 

 

ロ.前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりといたします。 

１.当社の内部統制システムの構築に関わる部門の活動状況 

２.当社の子会社及び関係会社の監査役及び内部監査部門の活動状況 

３.当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更 

４.業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容 

５.内部通報制度の運用及び通報の内容 

６.監査役から要求された契約書類、社内稟議書及び会議議事録の回付 

 

⑨ 前号⑧の報告をおこなった者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制 

 当社は「コンプライアンス委員会規定」において、当該報告をしたことを理由として、当該報告者に対して、不

当な取扱いを行うことを禁止しております。 

 

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針 

監査役の職務執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又

は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行いうる体制とする。 

 

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する件を含め、当社の監

査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重いたしま

す。 

 

 

２. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

(1) 基本的な考え方 

  当社は、社会的責任並びに企業防衛の観点から、反社会的勢力からの接触、不当要求等に対しては、毅然とした態度

で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組んでいます。 

 

(2) 整備状況 

① 社内体制の整備状況 

当社は、法務・適正審査部を統括部署として反社会的勢力排除に向けた社内体制を整備しています。 

従業員は、半期ごとに更新をする「誓約書」に反社会的勢力との関係遮断の確認を実施しております。 

取引先等の選定に際しては、新規取引開始時、または定期的に当社所定のルールに基づく調査を実施しております。

また、契約書には反社会的勢力との関係排除の条項を盛り込んでおり、将来においても契約締結先が反社会的勢力と

の取引関係が発覚した場合には、契約を解除する条項を盛り込むことで当社と反社会的勢力との関係排除の対策を講

じております。 

 

② 外部専門機関との連携 

当社は神奈川県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会、警察当局、顧問弁護士、外部調査機関等との緊密

な情報交換、情報収集を実施しています。また、反社会的勢力との対応に際しては、警察当局、顧問弁護士等の外部

専門機関と緊密に連携し、速やかな問題解決を図ることとしております。 

 

 

以 上 


